
離婚後の子どもの面会交流支援について 

ジュディス・ウォーラースタイン博士の調査研究 

「面会交流の継続は、子の成長に有益で、子の最善の利益に合致する」 

 

「紛争性のある父母のもとで、裁判所の命令のもとで、 

厳密なスケジュールに従って行われる親と子の交流は、子の成長に有益どころか、有害である」 

 

 

家庭裁判所の調停運営 

「面会交流原則実施論」 

 

令和 2年 6月、裁判官及び調査官で構成される面会交流プロジェクトチームが 

「東京家庭裁判所における面会交流調停事件の運営方針の確認及び新たな運営モデル」提案 

面会が必ず子の福祉となるという原則でなく、ニュートラルフラットな立場で調整、調査を行うべき 

 

Wikipedia から写真を引用 



離婚後の子どもの面会交流支援について 

 

同居親の心配事や不安を受けとめて傾聴し、 

その心情に寄り添いながら、 

必要な時間をかけて徐々に、 

適切な面会交流は基本的には 

子の健全な成長に有益なものであることなど 

を丁寧に説明するといった 

面会交流支援を実施すべき。 



視覚障がい者への郵送物の情報保障の配慮について 

「障害のある人に対する情報保障のための 

ガイドライン～場面ごとの配慮編」 

〇区から視覚障がい者への郵送物の封筒の音声コードには、 

下記を漏れなく記載するように、各部局で統一を！ 

・同封している内容物の説明 

・内容物に関して詳細なホームページがあるなら、それが掲載されている URL 

・予約が必要なものなら、その予約Webサイトの URL 

・問い合わせ先の電話番号や、emailアドレス 

 

〇同封されている印刷物についても、 

特に下記の場合には、音声コードの印刷を！ 

・同意を求める説明文 

・ID、パスワード、予約番号など個人情報を含む 

バリアブル印刷という手段も 


